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選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第16号

平成18年 9 月高知県選挙管理委員会告示第70号（公職選挙法の規定による個人演説会等を開催で

きる施設）の一部を次のように改正する。

平成23年 3 月28日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

表中

「

〃 奈半利町立町民会館 〃

」

を削る。

高知県選挙管理委員会告示第20号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第144条の 2 第 5 項の規定

に基づき、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の候補者

がポスター掲示場に同法第143条第 1 項第 5 号のポスターの掲示

を開始することができる日を次のとおり定めた。

平成23年 3 月31日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

高知県議会議員選挙の執行を告示する日

高知県選挙管理委員会告示第21号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第 1 項の規定に基づ

く高知県の条例の制定又は改廃の請求及び同法第75条第 1 項の規

定に基づく監査の請求をする場合の選挙権を有する者の総数の50

分の 1 の数は、12,781人である。

平成23年 3 月31日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

高知県選挙管理委員会告示第22号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第76条第 1 項の規定に基づ

く高知県議会の解散の請求、同法第81条第 1 項の規定に基づく高

知県知事の解職の請求及び同法第86条第 1 項の規定に基づく高知

県の副知事、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解

職の請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

31年法律第162号）第 8 条第 1 項の規定に基づく高知県教育委員

会の委員の解職の請求をする場合の選挙権を有する者の総数のう

ち、40万を超える数に 6 分の 1 を乗じて得た数と40万に 3 分の 1 

を乗じて得た数とを合算して得た数は、173,172人である。

平成23年 3 月31日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

高知県選挙管理委員会告示第23号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第 1 項の規定に基づ

く高知県議会の議員の解職の請求をする場合の各選挙区における

選挙権を有する者の総数の 3 分の 1 の数は、次のとおりである。

平成23年 3 月31日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

高知市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　88,286人

室戸市、東洋町選挙区　　　　　　　　　　　　　　 5,739人

安芸市、芸西村選挙区　　　　　　　　　　　　　　 6,729人

南国市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,324人

土佐市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,142人

須崎市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,850人

宿毛市、大月町、三原村選挙区　　　　　　　　　　 8,517人

土佐清水市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　 4,664人

四万十市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,863人

香南市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,317人

香美市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,005人

奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村選挙区　 3,511人

安芸郡奈半利町乙1297番地

 2 
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長岡郡、土佐郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　 4,074人

吾川郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,902人

高岡郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,405人

黒潮町選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,687人

高知県選挙管理委員会告示第24号

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関

する法律（平成22年法律第68号）第 1 条第 1 項及び第 2 条の規定

により、高知県議会議員の任期満了による一般選挙を次のとおり

執行する。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

 1 　選挙の期日

平成23年 4 月10日

 2 　選挙の期日の告示日

平成23年 4 月 1 日

 3 　選挙すべき人数

39人

高知県選挙管理委員会告示第25号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第75条第 3 項及び公職選

挙法施行令（昭和25年政令第89号）第80条第 1 項の規定により、

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の選挙長及び選挙長

に事故があり、又は選挙長が欠けた場合においてその職務を代理

すべき者を次のとおり選任した。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

選挙区

高知市

南国市

土佐市

香南市

香美市

長岡郡、土

佐郡

吾川郡

選挙長 選挙長職務代理者

住所

高知市春野

町平和66番

地

高知市中万

々286番地

26

氏名

淺野正倫

行田博文

住所

高知市種崎

767番地 6 

高知市春野

町南ヶ丘五

丁目11番地

 1 

氏名

井上達男

成田　浩

高知県選挙管理委員会告示第26号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県選

挙管理委員会の事務を行う場所を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

高知県選挙管理委員会告示第27号

選挙公報の発行に関する条例（昭和41年高知県条例第47号）第

 4 条第 2 項の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議

員選挙において発行する選挙公報の掲載文の掲載順序を決定する

ためのくじを行う日時及び場所を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

 1 　日時

平成23年 4 月 1 日　午後 5 時30分

 2 　場所

室戸市、東

洋町

安芸市、芸

西村

奈半利町、

田野町、安

田町、北川

村、馬路村

須崎市

高岡郡

宿毛市、大

月町、三原

村

土佐清水市

四万十市

黒潮町

安芸郡奈半

利町乙1359

番地 3 

須崎市浦ノ

内東分3787

番地

四万十市下

田4010番地

ロ

宮﨑恒吉

楠瀬静夫

和田吉直

安芸郡奈半

利町乙1842

番地

須崎市池ノ

内66番地 2 

四万十市不

破1375番地

 7 

竹﨑和伸

宮崎佐代

亀谷暢子

選挙区

高知市

南国市

土佐市

香南市

香美市

長岡郡、土佐郡

場所

高知市丸ノ内一丁目 2 番20号　高

知県庁 3 階　高知県選挙管理委員

会室。ただし、平成23年 4 月 1 日

午前 8 時30分から午前 9 時30分ま

では、同市丸ノ内二丁目 4 番 1 号

　高知県保健衛生総合庁舎 1 階と

する。

吾川郡

室戸市、東洋町

安芸市、芸西村

奈半利町、田野町、安田

町、北川村、馬路村

須崎市

高岡郡

宿毛市、大月町、三原村

土佐清水市

四万十市

黒潮町

安芸郡奈半利町乙1659番地 1 　奈

半利町役場 2 階　会議室

須崎市山手町 1 番 7 号　須崎市選

挙管理委員会室。ただし、平成23

年 4 月 1 日午前 8 時30分から午前

 9 時30分までは、同所　須崎市総

合保健福祉センター 2 階　会議室

とする。

四万十市中村大橋通四丁目10番地

　四万十市役所 3 階　会議室

選挙区

高知市

南国市

土佐市

香南市

場所

高知市丸ノ内一丁目 2 番20号　高

知県庁 3 階　高知県選挙管理委員

会室
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高知県選挙管理委員会告示第28号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第77条第 1 項の規定によ

り、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における選挙会

の日時及び場所を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

 1 　開催日

平成23年 4 月13日

 2 　開催の時間及び場所

高知県選挙管理委員会告示第29号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における公職選挙

法（昭和25年法律第100号）第194条第 1 項及び公職選挙法施行令

（昭和25年政令第89号）第127条第 1 項の規定による選挙運動に

関する支出金額の制限額は、次のとおりである。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

高知県選挙管理委員会告示第30号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第45条第 2 項の規定によ

り、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における投票用

紙の色を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

投票用紙の色

白色の紙に黒色のインクで印刷したもの

高知県選挙管理委員会告示第31号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第79条第 2 項の規定によ

り、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における開票の

事務と選挙会の事務とは、併せて行わないこととする。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

高知県議会議員選挙

高 知 市 選 挙 区

選 挙 長 告 示

高知県議会議員選挙高知市選挙区選挙長告示第 1 号

香美市

長岡郡、土佐郡

吾川郡

室戸市、東洋町

安芸市、芸西村

奈半利町、田野町、安田

町、北川村、馬路村

須崎市

高岡郡

宿毛市、大月町、三原村

土佐清水市

四万十市

黒潮町

安芸郡奈半利町乙1659番地 1 　奈

半利町役場 2 階　会議室

須崎市山手町 1 番 7 号　須崎市選

挙管理委員会室 

四万十市中村大橋通四丁目10番地

　四万十市役所 3 階　会議室

選挙区

高知市

南国市

土佐市

香南市

時間

午後 2 時

午後 2 時30分

午後 2 時

午後 2 時15分

場所

高知市丸ノ内二丁目 4 番 1 

号　高知県保健衛生総合庁

舎 1 階

香美市

長岡郡、土佐郡

吾川郡

室戸市、東洋町

安芸市、芸西村

奈半利町、田野

町、安田町、北

川村、馬路村

須崎市

高岡郡

宿毛市、大月

町、三原村

土佐清水市

四万十市

黒潮町

午後 2 時30分

午後 2 時45分

午後 3 時

午後 2 時

午後 2 時15分

午後 2 時30分

午後 2 時

午後 2 時15分

午後 2 時

午後 2 時15分

午後 2 時30分

午後 2 時45分

安芸郡奈半利町乙1659番地

 1 　奈半利町役場 2 階　会

議室

須崎市山手町 1 番 7 号　須

崎市総合保健福祉センター

 2 階　会議室

四万十市中村大橋通四丁目

10番地　四万十市役所 3 階

　会議室

選挙区

高知市

室戸市、東洋町

安芸市、芸西村

南国市

支出金額の制

限額

5,440,000円

5,329,100円

5,575,400円

5,558,900円

土佐市

須崎市

宿毛市、大月町、三原村

土佐清水市

四万十市

香南市

香美市

奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村

長岡郡、土佐郡

吾川郡

高岡郡

黒潮町

4,913,600円

5,605,700円

4,960,400円

5,061,300円

5,128,000円

5,059,900円

5,893,200円

4,774,200円

4,914,500円

5,072,400円

5,045,700円

4,818,000円
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平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙高知市選挙区選挙長の告示は、高知県公報に登載して

行うものとする。ただし、急を要するときは、高知市丸ノ内一丁

目 2 番20号高知県庁前の掲示場に掲示して行うものとする。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙高知市選挙区選挙長　淺野　正倫

高知県議会議員選挙高知市選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙高知市選挙区選挙長の事務所は、高知市丸ノ内一丁目

 2 番20号高知県庁 3 階高知県選挙管理委員会室に置く。ただし、

同月 1 日午前 9 時30分までは、同市丸ノ内二丁目 4 番 1 号高知県

保健衛生総合庁舎 1 階に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙高知市選挙区選挙長　淺野　正倫

高知県議会議員選挙高知市選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙高知市選挙区における立候補の届出の受付要領を次のとおり

定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙高知市選挙区選挙長　淺野　正倫

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙高知市選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙高知市選挙区の選挙会に立会すべき選挙立会人の届出

が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に属する候

補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおいて、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて準用する同

法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行う日時及び場所

を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙高知市選挙区選挙長　淺野　正倫

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

高知市丸ノ内一丁目 2 番20号　高知県庁 3 階

高知県選挙管理委員会室
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高知県議会議員選挙高知市選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙高知市選挙区の候補者として、本日次のと

おり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙高知市選挙区選挙長　淺野　正倫

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10

11

12

本人

本人

本人

本人

本人

本人

本人

本人

本人

本人

本人

本人

中
な か

　根
ね

　さ　ち

森
も り

　下
し た

　博
ひ ろ

　之
ゆ き

桑
く わ

　名
な

りゅうご

西
に し

　内
う ち

たかずみ

西
に し

　森
も り

　潮
し お

　三
ぞ う

　 前
ま え

　田
だ

　　強
つよし

西
に し

　森
も り

まさかず

坂
さ か

　本
も と

　茂
し げ

　雄
お

つかじ　さ　ち

吉
き

　良
ら

　富
と み

　彦
ひ こ

ふぁーまー土
ど

居
い

森
 もり

　田
た

としゆき

女

男

男

男

男

男

男

男

女

男

男

男

高知県

高知県

高知県

高知県

高知県

高知県

高知県

高知県

高知県

高知県

高知県

高知県

高知県高知市福井町1475番地 3 

高知県高知市竹島町85番地22　コスモ

ハイツ202号

高知県高知市唐人町 9 番10−902号　

ビ・ウェル唐人町

高知県高知市塩屋崎町二丁目 9 番22号

　ヴィラージュヌフⅣ号棟102号

高知県高知市本宮町 5 番地

高知県高知市竹島町82番地 3 　 2 階

高知県高知市高須一丁目16番 1 −28号

高知県高知市知寄町二丁目 4 番10−

404号　サーパス知寄町Ⅰ

高知県高知市朝倉丙1215番地 8 

高知県高知市愛宕町三丁目13番11号

高知県高知市仁井田897番地

高知県高知市昭和町23番 1 号

昭和30．12．26

昭和17． 3 ． 7 

昭和37．11．16

昭和56． 5 ．14

昭和15． 2 ．17

昭和58． 5 ．26

昭和37． 8 ． 6 

昭和29． 7 ．16

昭和31．11． 8 

昭和28． 9 ．27

昭和32． 4 ．24

昭和48． 7 ．28

日本共産党

無所属

自由民主党

無所属

自由民主党

民主党

公明党

無所属

日本共産党

日本共産党

無所属

民主党

団体役員

医療法人高幡会理事

高知県議会議員

無職

高知県議会議員

会社員

団体役員

高知県議会議員

団体役員

団体役員

高知県議会議員

無職
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13

14

15

16

17

18

19

本人

本人

本人

本人

本人

本人

本人

三
み つ

　石
い し

　文
ふ み

　隆
た か

黒
く ろ

　岩
い わ

　正
ま さ

　好
よ し

高
た か

　橋
は し

　とおる

　 大
お お

　石
い し

　　宗
しゅう

池
い け

　脇
わ き

　純
じゅん

　一
い ち

米
よ ね

　田
だ

　みのる

藤
ふ じ

　島
し ま

　利
と し

　久
ひ さ

男

男

男

男

男

男

男

高知県

高知県

高知県

高知県

高知県

高知県

高知県

高知県高知市福井町1390番地31

高知県高知市福井町1000番地 8 

高知県高知市福井町1784番地11

高知県高知市升形 4 番28−802号　ダ

イアパレス升形

高知県高知市百石町二丁目17番20号

高知県高知市長浜5183番地37

高知県高知市はりまや町三丁目20番 1 

号　北街ビル 3 Ｂ

昭和29． 7 ．17

昭和27． 6 ．10

昭和26． 8 ． 3 

昭和55． 9 ．11

昭和24． 6 ．21

昭和27． 5 ．15

昭和37． 5 ． 4 

自由民主党

公明党

無所属

民主党

公明党

日本共産党

新党市民

高知県議会議員

団体役員

無職

高知県議会議員

団体役員

団体役員

団体役員
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99

高知県議会議員選挙

室 戸 市 、 東 洋 町

選挙区選挙長告示

高知県議会議員選挙室戸市、東洋町選挙区選挙長告示第 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙室戸市、東洋町選挙区選挙長の告示は、高知県公報に

登載して行うものとする。ただし、急を要するときは、安芸郡奈

半利町乙1659番地 1 奈半利町役場の掲示板に掲示して行うものと

する。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙室戸市、東洋町選挙区選挙長

宮﨑　恒吉

高知県議会議員選挙室戸市、東洋町選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙室戸市、東洋町選挙区選挙長の事務所は、安芸郡奈半

利町乙1659番地 1 奈半利町役場 2 階会議室に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙室戸市、東洋町選挙区選挙長

宮﨑　恒吉

高知県議会議員選挙室戸市、東洋町選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙室戸市、東洋町選挙区における立候補の届出の受付要領を次

のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙室戸市、東洋町選挙区選挙長

宮﨑　恒吉

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙室戸市、東洋町選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙室戸市、東洋町選挙区の選挙会に立会すべき選挙立会

人の届出が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に

属する候補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおいて、公職

選挙法（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて準用

する同法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行う日時及

び場所を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙室戸市、東洋町選挙区選挙長

宮﨑　恒吉

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

安芸郡奈半利町乙1659番地 1 　奈半利町役場 2 階

会議室



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
1
8
号

平
成

2
3
年
 4
 月

 8
 日

（
金
曜
日
）
　

1
0
1
0

高知県議会議員選挙室戸市、東洋町選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙室戸市、東洋町選挙区の候補者として、本

日次のとおり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙室戸市、東洋町選挙区選挙長　宮﨑　恒吉

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

本人

本人

植
う え

　田
た

　壮
そ う

一
い ち

郎
ろ う

弘
ひ ろ

　田
た

　兼
け ん

　一
い ち

男

男

高知県

高知県

高知県室戸市浮津 2 番町33番地

高知県室戸市浮津 2 番町260番地 1 

昭和31． 2 ． 6 

昭和32． 2 ．25

無所属

自由民主党

高知県議会議員

無職
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高知県議会議員選挙

安 芸 市 、 芸 西 村

選挙区選挙長告示

高知県議会議員選挙安芸市、芸西村選挙区選挙長告示第 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙安芸市、芸西村選挙区選挙長の告示は、高知県公報に

登載して行うものとする。ただし、急を要するときは、安芸郡奈

半利町乙1659番地 1 奈半利町役場の掲示板に掲示して行うものと

する。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙安芸市、芸西村選挙区選挙長

宮﨑　恒吉

高知県議会議員選挙安芸市、芸西村選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙安芸市、芸西村選挙区選挙長の事務所は、安芸郡奈半

利町乙1659番地 1 奈半利町役場 2 階会議室に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙安芸市、芸西村選挙区選挙長

宮﨑　恒吉

高知県議会議員選挙安芸市、芸西村選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙安芸市、芸西村選挙区における立候補の届出の受付要領を次

のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙安芸市、芸西村選挙区選挙長

宮﨑　恒吉

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙安芸市、芸西村選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙安芸市、芸西村選挙区の選挙会に立会すべき選挙立会

人の届出が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に

属する候補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおいて、公職

選挙法（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて準用

する同法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行う日時及

び場所を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙安芸市、芸西村選挙区選挙長

宮﨑　恒吉

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

安芸郡奈半利町乙1659番地 1 　奈半利町役場 2 階

会議室
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高知県議会議員選挙安芸市、芸西村選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙安芸市、芸西村選挙区の候補者として、本

日次のとおり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙安芸市、芸西村選挙区選挙長　宮﨑　恒吉

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

3

本人

本人

本人

ひぐち　秀
ひ で

　洋
ひ ろ

たけうち忠
ちゅう

　吉
き ち

上
う え

　田
た

　つかさ

男

男

男

高知県

高知県

高知県

高知県安芸市矢ノ丸一丁目 3 番14号

高知県安芸市穴内甲52番地 1 

高知県安芸市本町三丁目 7 番 7 号

昭和24．11．14

昭和20． 4 ．15

昭和57． 6 ．14

自由民主党

無所属

無所属

高知県議会議員

竹内石油代表取締役

会社役員
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高知県議会議員選挙

南 国 市 選 挙 区

選 挙 長 告 示

高知県議会議員選挙南国市選挙区選挙長告示第 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙南国市選挙区選挙長の告示は、高知県公報に登載して

行うものとする。ただし、急を要するときは、高知市丸ノ内一丁

目 2 番20号高知県庁前の掲示場に掲示して行うものとする。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙南国市選挙区選挙長　淺野　正倫

高知県議会議員選挙南国市選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙南国市選挙区選挙長の事務所は、高知市丸ノ内一丁目

 2 番20号高知県庁 3 階高知県選挙管理委員会室に置く。ただし、

同月 1 日午前 9 時30分までは、同市丸ノ内二丁目 4 番 1 号高知県

保健衛生総合庁舎 1 階に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙南国市選挙区選挙長　淺野　正倫

高知県議会議員選挙南国市選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙南国市選挙区における立候補の届出の受付要領を次のとおり

定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙南国市選挙区選挙長　淺野　正倫

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙南国市選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙南国市選挙区の選挙会に立会すべき選挙立会人の届出

が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に属する候

補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおいて、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて準用する同

法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行う日時及び場所

を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙南国市選挙区選挙長　淺野　正倫

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

高知市丸ノ内一丁目 2 番20号　高知県庁 3 階

高知県選挙管理委員会室
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高知県議会議員選挙南国市選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙南国市選挙区の候補者として、本日次のと

おり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙南国市選挙区選挙長　淺野　正倫

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

3

4

本人

本人

本人

本人

有
あ り

　沢
さ わ

よしろう

井
い の

　上
う え

　自
よ り

　由
よ し

溝
み ぞ

　渕
ぶ ち

　たてお

坂
さ か

　本
も と

たかゆき

男

男

男

男

高知県

高知県

高知県

高知県

高知県南国市田村乙1697番地

高知県南国市稲生760番地

高知県南国市大埇乙305番地

高知県南国市亀岩339番地

昭和27． 9 ． 4 

昭和15． 2 ．20

昭和14．12．15

昭和25． 5 ．25

無所属

社会民主党

自由民主党

無所属

会社員

高知県議会議員

農業

団体役員
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高知県議会議員選挙

土 佐 市 選 挙 区

選 挙 長 告 示

高知県議会議員選挙土佐市選挙区選挙長告示第 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙土佐市選挙区選挙長の告示は、高知県公報に登載して

行うものとする。ただし、急を要するときは、高知市丸ノ内一丁

目 2 番20号高知県庁前の掲示場に掲示して行うものとする。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙土佐市選挙区選挙長　行田　博文

高知県議会議員選挙土佐市選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙土佐市選挙区選挙長の事務所は、高知市丸ノ内一丁目

 2 番20号高知県庁 3 階高知県選挙管理委員会室に置く。ただし、

同月 1 日午前 9 時30分までは、同市丸ノ内二丁目 4 番 1 号高知県

保健衛生総合庁舎 1 階に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙土佐市選挙区選挙長　行田　博文

高知県議会議員選挙土佐市選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙土佐市選挙区における立候補の届出の受付要領を次のとおり

定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙土佐市選挙区選挙長　行田　博文

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙土佐市選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙土佐市選挙区の選挙会に立会すべき選挙立会人の届出

が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に属する候

補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおいて、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて準用する同

法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行う日時及び場所

を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙土佐市選挙区選挙長　行田　博文

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

高知市丸ノ内一丁目 2 番20号　高知県庁 3 階

高知県選挙管理委員会室
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高知県議会議員選挙土佐市選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙土佐市選挙区の候補者として、本日次のと

おり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙土佐市選挙区選挙長　行田　博文

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

3

本人

本人

本人

森
も り

　田
た

　英
え い

　二
じ

坂
さ か

　本
も と

ゆういち

中
な か

　内
う ち

　桂
け い

　郎
ろ う

男

男

男

高知県

高知県

高知県

高知県土佐市新居170番地の12

高知県土佐市蓮池676番地 1 

高知県土佐市新居980番地

昭和26． 8 ．16

昭和45． 2 ．23

昭和14． 8 ．18

自由民主党

民主党

無所属

高知県議会議員

ＩＴコンサルタント業

高知県議会議員
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高知県議会議員選挙

須 崎 市 選 挙 区

選 挙 長 告 示

高知県議会議員選挙須崎市選挙区選挙長告示第 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙須崎市選挙区選挙長の告示は、高知県公報に登載して

行うものとする。ただし、急を要するときは、須崎市山手町 1 番

 7 号須崎市役所の掲示板に掲示して行うものとする。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙須崎市選挙区選挙長　楠瀬　静夫

高知県議会議員選挙須崎市選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙須崎市選挙区選挙長の事務所は、須崎市山手町 1 番 7 

号須崎市選挙管理委員会室に置く。ただし、同月 1 日午前 9 時30

分までは、同所須崎市総合保健福祉センター 2 階会議室に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙須崎市選挙区選挙長　楠瀬　静夫

高知県議会議員選挙須崎市選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙須崎市選挙区における立候補の届出の受付要領を次のとおり

定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙須崎市選挙区選挙長　楠瀬　静夫

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙須崎市選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙須崎市選挙区の選挙会に立会すべき選挙立会人の届出

が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に属する候

補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおいて、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて準用する同

法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行う日時及び場所

を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙須崎市選挙区選挙長　楠瀬　静夫

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

須崎市山手町 1 番 7 号

須崎市選挙管理委員会室
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高知県議会議員選挙須崎市選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙須崎市選挙区の候補者として、本日次のと

おり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙須崎市選挙区選挙長　楠瀬　静夫

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

本人

本人

谷
た に

　内
う ち

　敏
と し

　明
あ き

西
に し

　内
う ち

　け　ん

男

男

高知県

高知県

高知県須崎市池ノ内287番地

高知県須崎市青木町 7 番19号

昭和17． 9 ．18

昭和42． 2 ．26

無所属

無所属

農業

自営業
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高知県議会議員選挙

宿毛市、大月町、

三 原 村 選 挙 区

選 挙 長 告 示

高知県議会議員選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区選挙長告示第

 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区選挙長の告示は、高知

県公報に登載して行うものとする。ただし、急を要するときは、

四万十市中村大橋通四丁目10番地四万十市役所の掲示板に掲示し

て行うものとする。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区選挙長

和田　吉直

高知県議会議員選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区選挙長告示第

 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区選挙長の事務所は、四

万十市中村大橋通四丁目10番地四万十市役所 3 階会議室に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区選挙長

和田　吉直

高知県議会議員選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区選挙長告示第

 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区における立候補の届出の受付

要領を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区選挙長

和田　吉直

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区選挙長告示第

 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区の選挙会に立会すべき

選挙立会人の届出が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおい

て、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条において読み替

えて準用する同法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行

う日時及び場所を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区選挙長

和田　吉直

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

四万十市中村大橋通四丁目10番地　四万十市役所 3 階

会議室
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高知県議会議員選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区の候補者と

して、本日次のとおり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙宿毛市、大月町、三原村選挙区選挙長　和田　吉直

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

3

本人

本人

本人

中
な か

　西
に し

　さとし

沖
お き

　本
も と

　としお

加
か

　藤
と う

　ば　く

男

男

男

高知県

高知県

高知県

高知県宿毛市中央七丁目 4 番 9 号

高知県宿毛市山奈町芳奈1458番地

高知県宿毛市片島15番17− 7 号

昭和26．12． 7 

昭和23． 8 ．28

昭和58． 9 ． 1 

自由民主党

無所属

無所属

高知県議会議員

農業

無職
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高知県議会議員選挙

土佐清水市選挙区

選 挙 長 告 示

高知県議会議員選挙土佐清水市選挙区選挙長告示第 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙土佐清水市選挙区選挙長の告示は、高知県公報に登載

して行うものとする。ただし、急を要するときは、四万十市中村

大橋通四丁目10番地四万十市役所の掲示板に掲示して行うものと

する。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙土佐清水市選挙区選挙長　和田　吉直

高知県議会議員選挙土佐清水市選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙土佐清水市選挙区選挙長の事務所は、四万十市中村大

橋通四丁目10番地四万十市役所 3 階会議室に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙土佐清水市選挙区選挙長　和田　吉直

高知県議会議員選挙土佐清水市選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙土佐清水市選挙区における立候補の届出の受付要領を次のと

おり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙土佐清水市選挙区選挙長　和田　吉直

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙土佐清水市選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙土佐清水市選挙区の選挙会に立会すべき選挙立会人の

届出が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に属す

る候補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおいて、公職選挙

法（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて準用する

同法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行う日時及び場

所を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙土佐清水市選挙区選挙長　和田　吉直

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

四万十市中村大橋通四丁目10番地　四万十市役所 3 階

会議室
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高知県議会議員選挙土佐清水市選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙土佐清水市選挙区の候補者として、本日次

のとおり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙土佐清水市選挙区選挙長　和田　吉直

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

本人

本人

よこやま浩
こ う

　一
い ち

田
た

　中
な か

　千
か ず

　盛
も り

男

男

高知県

高知県

高知県土佐清水市下ノ加江211番地27

高知県土佐清水市中浜591番地 6 

昭和18． 9 ． 5 

昭和24． 3 ．28

無所属

無所属

カネダイ造船所代表者

土佐清水グリーンハイ

ツ簡易郵便局局長
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高知県議会議員選挙

四 万 十 市 選 挙 区

選 挙 長 告 示

高知県議会議員選挙四万十市選挙区選挙長告示第 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙四万十市選挙区選挙長の告示は、高知県公報に登載し

て行うものとする。ただし、急を要するときは、四万十市中村大

橋通四丁目10番地四万十市役所の掲示板に掲示して行うものとす

る。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙四万十市選挙区選挙長　和田　吉直

高知県議会議員選挙四万十市選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙四万十市選挙区選挙長の事務所は、四万十市中村大橋

通四丁目10番地四万十市役所 3 階会議室に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙四万十市選挙区選挙長　和田　吉直

高知県議会議員選挙四万十市選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙四万十市選挙区における立候補の届出の受付要領を次のとお

り定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙四万十市選挙区選挙長　和田　吉直

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙四万十市選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙四万十市選挙区の選挙会に立会すべき選挙立会人の届

出が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に属する

候補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおいて、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて準用する同

法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行う日時及び場所

を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙四万十市選挙区選挙長　和田　吉直

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

四万十市中村大橋通四丁目10番地　四万十市役所 3 階

会議室



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
1
8
号

平
成

2
3
年
 4
 月

 8
 日

（
金
曜
日
）
　

2
4
2
4

高知県議会議員選挙四万十市選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙四万十市選挙区の候補者として、本日次の

とおり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙四万十市選挙区選挙長　和田　吉直

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

3

本人

本人

本人

岡
お か

　本
も と

　かずや

ともり　正
ま さ

　典
の り

石
い し

　井
い

　たかし

男

男

男

高知県

高知県

高知県

高知県四万十市安並1787番地

高知県四万十市具同5447番地 3 

高知県四万十市具同田黒三丁目 1 番20

号

昭和30． 4 ．29

昭和19． 2 ．11

昭和48． 3 ．24

日本共産党

自由民主党

無所属

電気工事業

高知県議会議員

無職
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高知県議会議員選挙

香 南 市 選 挙 区

選 挙 長 告 示

高知県議会議員選挙香南市選挙区選挙長告示第 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙香南市選挙区選挙長の告示は、高知県公報に登載して

行うものとする。ただし、急を要するときは、高知市丸ノ内一丁

目 2 番20号高知県庁前の掲示場に掲示して行うものとする。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙香南市選挙区選挙長　行田　博文

高知県議会議員選挙香南市選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙香南市選挙区選挙長の事務所は、高知市丸ノ内一丁目

 2 番20号高知県庁 3 階高知県選挙管理委員会室に置く。ただし、

同月 1 日午前 9 時30分までは、同市丸ノ内二丁目 4 番 1 号高知県

保健衛生総合庁舎 1 階に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙香南市選挙区選挙長　行田　博文

高知県議会議員選挙香南市選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙香南市選挙区における立候補の届出の受付要領を次のとおり

定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙香南市選挙区選挙長　行田　博文

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙香南市選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙香南市選挙区の選挙会に立会すべき選挙立会人の届出

が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に属する候

補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおいて、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて準用する同

法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行う日時及び場所

を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙香南市選挙区選挙長　行田　博文

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

高知市丸ノ内一丁目 2 番20号　高知県庁 3 階

高知県選挙管理委員会室
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高知県議会議員選挙香南市選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙香南市選挙区の候補者として、本日次のと

おり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙香南市選挙区選挙長　行田　博文

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

3

本人

本人

本人

きよとう真
ま さ

　司
し

上
う え

　田
た

　たきお

梶
か じ

　原
は ら

　大
だ い

　介
す け

男

男

男

高知県

高知県

高知県

高知県香南市夜須町坪井272番地 4 

高知県香南市野市町みどり野三丁目

105番地

高知県香南市野市町東野158番地

昭和40． 5 ． 9 

昭和18．11．24

昭和48．10．29

無所属

無所属

無所属

無職

会社役員

高知県議会議員
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高知県議会議員選挙

香 美 市 選 挙 区

選 挙 長 告 示

高知県議会議員選挙香美市選挙区選挙長告示第 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙香美市選挙区選挙長の告示は、高知県公報に登載して

行うものとする。ただし、急を要するときは、高知市丸ノ内一丁

目 2 番20号高知県庁前の掲示場に掲示して行うものとする。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙香美市選挙区選挙長　行田　博文

高知県議会議員選挙香美市選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙香美市選挙区選挙長の事務所は、高知市丸ノ内一丁目

 2 番20号高知県庁 3 階高知県選挙管理委員会室に置く。ただし、

同月 1 日午前 9 時30分までは、同市丸ノ内二丁目 4 番 1 号高知県

保健衛生総合庁舎 1 階に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙香美市選挙区選挙長　行田　博文

高知県議会議員選挙香美市選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙香美市選挙区における立候補の届出の受付要領を次のとおり

定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙香美市選挙区選挙長　行田　博文

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙香美市選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙香美市選挙区の選挙会に立会すべき選挙立会人の届出

が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に属する候

補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおいて、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて準用する同

法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行う日時及び場所

を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙香美市選挙区選挙長　行田　博文

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

高知市丸ノ内一丁目 2 番20号　高知県庁 3 階

高知県選挙管理委員会室
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高知県議会議員選挙香美市選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙香美市選挙区の候補者として、本日次のと

おり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙香美市選挙区選挙長　行田　博文

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

本人

本人

依
よ り

　光
み つ

　晃
こ う

一
い ち

郎
ろ う

黒
く ろ

　岩
い わ

　直
ちょく

　良
よ う

男

男

高知県

高知県

高知県香美市土佐山田町楠目446番地

 2 

高知県香美市香北町梅久保671番地

昭和52． 5 ． 8 

昭和21． 2 ． 8 

無所属

無所属

会社役員

高知県議会議員
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高知県議会議員選挙

奈半利町、田野町、

安田町、北川村、

馬 路 村 選 挙 区

選 挙 長 告 示

高知県議会議員選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村

選挙区選挙長告示第 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村選挙区選

挙長の告示は、高知県公報に登載して行うものとする。ただし、

急を要するときは、安芸郡奈半利町乙1659番地 1 奈半利町役場の

掲示板に掲示して行うものとする。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路

村選挙区選挙長　　　　　　　　　　　　　　　　宮﨑　恒吉

高知県議会議員選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村

選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村選挙区選

挙長の事務所は、安芸郡奈半利町乙1659番地 1 奈半利町役場 2 階

会議室に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路

村選挙区選挙長　　　　　　　　　　　　　　　　宮﨑　恒吉

高知県議会議員選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村

選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村選挙区における

立候補の届出の受付要領を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路

村選挙区選挙長　　　　　　　　　　　　　　　　宮﨑　恒吉

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村

選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村選挙区の

選挙会に立会すべき選挙立会人の届出が10人を超えるとき又は同

一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係る者が 3 人

以上あるときにおいて、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

76条において読み替えて準用する同法第62条第 2 項又は第 4 項の

規定によるくじを行う日時及び場所を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路

村選挙区選挙長　　　　　　　　　　　　　　　　宮﨑　恒吉

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

安芸郡奈半利町乙1659番地 1 　奈半利町役場 2 階

会議室
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高知県議会議員選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路

村選挙区の候補者として、本日次のとおり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村選挙区選挙長　宮﨑　恒吉

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

本人

本人

斉
さ い

　藤
と う

みつひこ

浜
は ま

　田
だ

ひでひろ

男

男

高知県

高知県

高知県安芸郡田野町1418番地 1 

高知県安芸郡奈半利町乙1750番地

昭和32． 1 ． 7 

昭和29． 4 ． 7 

無所属

無所属

団体役員

高知県議会議員
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高知県議会議員選挙

長 岡 郡 、 土 佐 郡

選挙区選挙長告示

高知県議会議員選挙長岡郡、土佐郡選挙区選挙長告示第 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙長岡郡、土佐郡選挙区選挙長の告示は、高知県公報に

登載して行うものとする。ただし、急を要するときは、高知市丸

ノ内一丁目 2 番20号高知県庁前の掲示場に掲示して行うものとす

る。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙長岡郡、土佐郡選挙区選挙長

行田　博文

高知県議会議員選挙長岡郡、土佐郡選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙長岡郡、土佐郡選挙区選挙長の事務所は、高知市丸ノ

内一丁目 2 番20号高知県庁 3 階高知県選挙管理委員会室に置く。

ただし、同月 1 日午前 9 時30分までは、同市丸ノ内二丁目 4 番 1 

号高知県保健衛生総合庁舎 1 階に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙長岡郡、土佐郡選挙区選挙長

行田　博文

高知県議会議員選挙長岡郡、土佐郡選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙長岡郡、土佐郡選挙区における立候補の届出の受付要領を次

のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙長岡郡、土佐郡選挙区選挙長

行田　博文

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙長岡郡、土佐郡選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙長岡郡、土佐郡選挙区の選挙会に立会すべき選挙立会

人の届出が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に

属する候補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおいて、公職

選挙法（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて準用

する同法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行う日時及

び場所を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙長岡郡、土佐郡選挙区選挙長

行田　博文

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

高知市丸ノ内一丁目 2 番20号　高知県庁 3 階

高知県選挙管理委員会室
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高知県議会議員選挙長岡郡、土佐郡選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙長岡郡、土佐郡選挙区の候補者として、本

日次のとおり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙長岡郡、土佐郡選挙区選挙長　行田　博文

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

本人

本人

川
か わ

　井
い

きくひろ

式
し き

　地
じ

ひろただ

男

男

高知県

高知県

高知県長岡郡本山町北山甲527番地

高知県土佐郡土佐町高須412番地

昭和23．10． 2 

昭和17． 1 ．18

自由民主党

無所属

林業

農業



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
1
8
号

平
成

2
3
年
 4
 月

 8
 日

（
金
曜
日
）
　

3
3
3
3

高知県議会議員選挙

吾 川 郡 選 挙 区

選 挙 長 告 示

高知県議会議員選挙吾川郡選挙区選挙長告示第 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙吾川郡選挙区選挙長の告示は、高知県公報に登載して

行うものとする。ただし、急を要するときは、高知市丸ノ内一丁

目 2 番20号高知県庁前の掲示場に掲示して行うものとする。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙吾川郡選挙区選挙長　行田　博文

高知県議会議員選挙吾川郡選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙吾川郡選挙区選挙長の事務所は、高知市丸ノ内一丁目

 2 番20号高知県庁 3 階高知県選挙管理委員会室に置く。ただし、

同月 1 日午前 9 時30分までは、同市丸ノ内二丁目 4 番 1 号高知県

保健衛生総合庁舎 1 階に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙吾川郡選挙区選挙長　行田　博文

高知県議会議員選挙吾川郡選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙吾川郡選挙区における立候補の届出の受付要領を次のとおり

定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙吾川郡選挙区選挙長　行田　博文

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙吾川郡選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙吾川郡選挙区の選挙会に立会すべき選挙立会人の届出

が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に属する候

補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおいて、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて準用する同

法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行う日時及び場所

を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙吾川郡選挙区選挙長　行田　博文

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

高知市丸ノ内一丁目 2 番20号　高知県庁 3 階

高知県選挙管理委員会室
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高知県議会議員選挙吾川郡選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙吾川郡選挙区の候補者として、本日次のと

おり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙吾川郡選挙区選挙長　行田　博文

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

本人

本人

西
に し

　岡
お か

　寅
と ら

八
は ち

郎
ろ う

上
あ げ

　田
た

しゅうご

男

男

高知県

高知県

高知県吾川郡いの町羽根町17番地

高知県吾川郡いの町3928番地 1 

昭和10． 4 ．27

昭和24．11．21

自由民主党

無所属

高知県議会議員

高知県議会議員
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法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行う日時及び場所

を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙高岡郡選挙区選挙長　楠瀬　静夫

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

須崎市山手町 1 番 7 号

須崎市選挙管理委員会室

高知県議会議員選挙吾川郡選挙区選挙長告示第 6 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の吾川郡選挙区に

おいて、届出のあった候補者の総数が選挙すべき議員の数を超え

ないので、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第100条第 4 項の

規定により、投票は、行わない。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙吾川郡選挙区選挙長　行田　博文

高知県議会議員選挙

高 岡 郡 選 挙 区

選 挙 長 告 示

高知県議会議員選挙高岡郡選挙区選挙長告示第 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙高岡郡選挙区選挙長の告示は、高知県公報に登載して

行うものとする。ただし、急を要するときは、須崎市山手町 1 番

 7 号須崎市役所の掲示板に掲示して行うものとする。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙高岡郡選挙区選挙長　楠瀬　静夫

高知県議会議員選挙高岡郡選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙高岡郡選挙区選挙長の事務所は、須崎市山手町 1 番 7 

号須崎市選挙管理委員会室に置く。ただし、同月 1 日午前 9 時30

分までは、同所須崎市総合保健福祉センター 2 階会議室に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙高岡郡選挙区選挙長　楠瀬　静夫

高知県議会議員選挙高岡郡選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙高岡郡選挙区における立候補の届出の受付要領を次のとおり

定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙高岡郡選挙区選挙長　楠瀬　静夫

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙高岡郡選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙高岡郡選挙区の選挙会に立会すべき選挙立会人の届出

が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に属する候

補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおいて、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて準用する同
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高知県議会議員選挙高岡郡選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙高岡郡選挙区の候補者として、本日次のと

おり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙高岡郡選挙区選挙長　楠瀬　静夫

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

本人

本人

本人

本人

本人

本人

明
みょう

　神
じ ん

　たけお

佐
さ

　竹
た け

　みちお

橋
は し

　元
も と

　陽
よ う

　一
い ち

田
た

　中
な か

　こうじ

武
た け

　石
い し

　利
と し

　彦
ひ こ

田　村　てるお

男

男

男

男

男

男

高知県

高知県

鹿児島

県

高知県

高知県

高知県

高知県高岡郡津野町北川4937番地

高知県高岡郡四万十町琴平町10番19号

高知県高岡郡佐川町西組274番地 5 

高知県高岡郡中土佐町久礼6112番地 2 

高知県高岡郡四万十町本町 7 番13号

高知県高岡郡佐川町甲1092番地

昭和24． 2 ．22

昭和15． 6 ．18

昭和25． 8 ． 1 

昭和50． 1 ．13

昭和32．10．18

昭和13．11． 1 

無所属

無所属

日本共産党

無所属

自由民主党

無所属

農業

高知県議会議員

無職

無職

高知県議会議員

高知県議会議員
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高知県議会議員選挙

黒 潮 町 選 挙 区

選 挙 長 告 示

高知県議会議員選挙黒潮町選挙区選挙長告示第 1 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙黒潮町選挙区選挙長の告示は、高知県公報に登載して

行うものとする。ただし、急を要するときは、四万十市中村大橋

通四丁目10番地四万十市役所の掲示板に掲示して行うものとす

る。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙黒潮町選挙区選挙長　和田　吉直

高知県議会議員選挙黒潮町選挙区選挙長告示第 2 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙黒潮町選挙区選挙長の事務所は、四万十市中村大橋通

四丁目10番地四万十市役所 3 階会議室に置く。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙黒潮町選挙区選挙長　和田　吉直

高知県議会議員選挙黒潮町選挙区選挙長告示第 3 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙の高知県議会議員

選挙黒潮町選挙区における立候補の届出の受付要領を次のとおり

定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙黒潮町選挙区選挙長　和田　吉直

 1 　選挙の期日の告示の日の午前 8 時30分までに選挙長の事務所

の立候補受付係に到着した者が 2 人以上ある場合については、

くじにより受付順位を決定する。

 2 　前記 1 のくじに先立ち、午前 8 時30分にくじを引く順位を決

めるくじを行う。

 3 　午前 8 時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員選挙黒潮町選挙区選挙長告示第 4 号

平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙における高知県議

会議員選挙黒潮町選挙区の選挙会に立会すべき選挙立会人の届出

が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団体に属する候

補者の届出に係る者が 3 人以上あるときにおいて、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて準用する同

法第62条第 2 項又は第 4 項の規定によるくじを行う日時及び場所

を次のとおり定めた。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙黒潮町選挙区選挙長　和田　吉直

 1 　日時

平成23年 4 月 8 日　午前10時

 2 　場所

四万十市中村大橋通四丁目10番地　四万十市役所 3 階

会議室
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高知県議会議員選挙黒潮町選挙区選挙長告示第 5 号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の 4 の規定により、平成23年 4 月10日に行う高知県議会議員選挙黒潮町選挙区の候補者として、本日次のと

おり届出があった。

平成23年 4 月 1 日（掲示済）

高知県議会議員選挙黒潮町選挙区選挙長　和田　吉直

受付

番号

届出

の別
候

ふ り が な

補者氏名 性別 本籍 住所 生年月日 党派 職業

 1 

 2 

本人

本人

山
や ま

　本
も と

　広
ひ ろ

　明
あ き

にながわ澄
す み

　村
む ら

男

男

高知県

岡山県

高知県幡多郡黒潮町佐賀2988番地

高知県幡多郡黒潮町上川口1594番地 2 

昭和23．10． 1 

昭和26． 6 ． 8 

自由民主党

無所属

高知県議会議員

会社役員
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